
香川高等専門学校進級認定会議規程 

 

平成２８年 ３月 ３日制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，香川高等専門学校内部組織規則第 22 条第２項の規定に基づき，香川

高等専門学校進級認定会議（以下「会議」という。）の組織及び運営について定めるもの

とする。 

 

 （審議事項） 

第２条 会議は，香川高等専門学校創造基礎工学系又は電子情報通信工学系（以下「各系」

という｡）の学生の進級の認定に関する事項を審議する。 

 

 （組織） 

第３条 会議は，各系に置く。 

２ 会議は，校長，各系の常勤教員及び事務部長をもつて組織する。 

 

 （運営） 

第４条 会議は，校長が招集し議長となる。 

２ 校長に事故あるときは，あらかじめ校長の指名する者が職務を代行する。 

 

 （組織以外の者の出席等） 

第５条 校長が必要と認めたときは，組織以外の者を会議に出席させ，説明又は意見を聴

くことができる。 

 

（事務） 

第６条 会議に関する事務は，学務課又は学生課において処理する。 

 

 （その他) 

第７条 この規程に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成２８年 ３月 ３日から施行する。 


